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    国外転出時課税（所得税法第60条の２第１項）の申告をした方が、国外転出の日から５年（納 

税猶予の期限を延長している場合は10年）以内に帰国等をしたときに、国外転出時課税に係る課 

税の取消しを行い、修正申告書を提出する場合 

 

国外転出時課税の適用によって生じた譲渡損失の金額について申告をした後、国外転出の日から

５年（又は10年）以内に帰国等をしたことにより、その譲渡損失の金額がなかったものとする場合

には、これによって増加した所得金額や所得税額を申告するために修正申告書を提出することがで

きます。 

この場合における修正申告書の提出に当たっては、「申告書第二表」の「特例適用条文等」欄に、

次の取消事由に応じそれぞれ次の修正理由を記載して下さい。 
 

    

 

【記載例６】 

令和○年○月○日帰国による国外転出時課税の課税取消し 

課税の取消事由 修正理由 

 国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から５

年（納税猶予の期限を延長している場合は10年）以内に帰

国等をした場合 

令和○年○月○日帰国による

国外転出時課税の課税取消し 

 国外転出時課税の申告をした方が、国外転出の日から５

年（納税猶予の期限を延長している場合は10年）以内に国

外転出の時に所有等していた有価証券等又は未決済信用取

引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与に

より居住者に移転した場合 

令和○年○月○日贈与による

国外転出時課税の課税取消し 

 国外転出の日から５年（納税猶予の期限を延長している

場合は10年）以内に国外転出時課税の申告をした方が死亡

し、国外転出の時に所有等していた有価証券等又は未決済

信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の

相続又は遺贈を受けた者の全てが居住者となった場合 

令和○年○月○日相続による

国外転出時課税の課税取消し 

 

修 正 


